
勤務時間・ 
執務環境に 
関すること 

 

各種 
ハラスメント 

いじめ 
嫌がらせ 

 etc. 
 

ご相談は電話・メール・対面にて 

給与に 
関すること 

 

 県職員（一般行政・教員・警察職員（会計年度・臨時的任用職員を含む））の皆さま 

※ 匿名での相談も可能です。 

※対面での相談を希望する場合は、事前にご連絡ください。 

石川県人事委員会事務局 

一人で悩んでいませんか？ 
安心して働ける環境を一緒につくりましょう！ 

（ 月 曜日 か ら金 曜 日 の 9時 ～ 12 時 、1 3 時 ～1 7時 ） 

人事委員会HPのお問い合わせフォームをご利用ください 


